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【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年1月27日(2015.1.27)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００８７】
　さらに他の実施例において、分子分離装置６０２は、イオン移動度でもイオンの質量／
電荷でもない、ある量の関数として分子を時間的に分離しそれによって前述した手法のい
ずれかの組合せを用いて得られる情報に対して付加的な分子の情報を与えるように動作可
能ないずれの公知の装置ないし工程でもよい。言い換えると、前述したように組合せられ
た装置では、イオンの質量／電荷の情報、イオンの移動度の情報及び他のある分子の特性
の関数として時間的に分離されたイオンの情報を含む分子の情報が時間的に順次に得られ
よう。特殊な例として、分子分離装置６０２は従来知られるようにして分子保持時間（あ
るいは逆に分子移動率）の関数としてイオンを適当なイオン源から時間的に分離するよう
に動作可能な公知の液体クロマトグラフィー装置でもよい。他の例として、分子分離装置
６０２はまた保持時間あるいは移動率の関数としてイオンを適当なイオン源から時間的に
分離するように動作可能な公知の気体クロマトグラフィー装置でもよい。概略的に本発明
は分子分離装置６０２がイオン移動度でもイオンの質量／電荷でもない量で分子（特にイ
オン）を分離するように動作可能な公知のクロマトグラフィー装置を含むいずれの分子分
離装置でもよいと考えており、いずれのこのような装置も本発明の範囲内に入るものと考
えられる。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９５】
　ここで図１９を参照すると、本発明のイオン移動度及び質量の分析装置の他の好ましい
実施例７００が示されている。本発明のこの面によれば、２つのカスケード状イオン移動
度装置７０４（ＩＭＳ＃１）及び７０６（ＩＭＳ＃２）がイオン源７０２と質量分析器３
６との間に配置されており、ここで質量分析器３６は前述したいずれの公知の質量分析装
置でもよい。イオン源７０２は種々のイオン源７４、７４′、７４″及び７４″′の１つ
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またはそれらの組合せ、あるいは前述したイオン源領域３２（イオン収集チャンバ３５４
を含む図１０に示されたイオン源装置を含む）でもよい。あるいは、またはさらに、イオ
ン源７０２は図１８に関して図示及び説明した装置６０２のような分子分離装置を含み、
それによって例えばイオン保持時間のような予め規定された分子特性に従って予め時間的
に分離されたイオンが順次ＩＭＳ７０４に導かれるようにしてもよい。制御装置７００に
はコンピュータ７０８が含まれるが、これはコンピュータ３８（図４及び５）あるいはコ
ンピュータ３１０（図９）と少なくとも構造的に同等であるのが好ましく、また好ましく
は装置７００の動作に関する情報を内部に蓄積し装置７００により生成された情報を蓄積
するのに十分な蓄積容量を含むメモリー７１０を含む。コンピュータ７０８はＮ本（Ｎは
いずれかの正の整数）の信号線路７５８を介してイオン源７０２に電気的に接続された出
力を含み、それによってコンピュータ７０８が種々の実施例のいずれかに関して前述した
ようにしてイオン源７０２を制御するように動作可能である。コンピュータ７０８はさら
に信号線路７５６を介して質量分析器３６のイオン検出器３６′の出力部に電気的に接続
された入力部を含み、それによってコンピュータ７０８は装置７００でのイオン走行に関
する情報を決定する検出器３６′により信号線路７５６上に生ずるイオン検出信号に応答
する。
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